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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に 

係る消滅時効の援用の取扱いについて 

 

従来、支払期月ごとに支払うものとされる厚生年金保険の保険給付及び国民

年金の給付（以下「年金」という。）の支給を受ける権利については、会計法（昭

和２２年法律第３５号）第３０条及び第３１条第１項の規定により、５年間こ

れを行わないときは、時効の援用を要せず、時効により消滅することとされて

いた。 

平成１９年７月６日に施行された厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給

付に係る時効の特例等に関する法律（平成１９年法律第１１１号。以下「法」

という。）により、施行日において年金を受ける権利（以下「受給権」という。）

を有する者等について、年金記録の訂正がなされた上で裁定（裁定の訂正を含

む。以下同じ。）が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂

正に係る年金を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金の

支給を受ける権利について、当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合にお

いても、当該権利に基づく年金が支払われることとなった。 

 また、法の施行日後に受給権を取得する者の支払期月ごとに支払うものとさ

れる年金の支給を受ける権利については、法による改正後の厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）第９２条第４項及び国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）第１０２条第３項において、会計法第３１条の規定を適用しない旨

の規定が設けられたことにより、時効による当該権利の消滅の効果は、当該権

利の発生から５年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、国

により時効が援用されたときに初めて確定的に生ずるものとされた。 

 ついては、平成１９年７月７日以降に受給権が発生する支払期月ごとに支払

うものとされる年金の支給を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いを下記

のとおりとするので、年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱わ

れたい。 



記 

 

１ 時効の援用の取扱いの対象となる者 

  時効の援用の取扱いの対象となる者は、法の施行日後に受給権が発生した

者（未支給の保険給付又は年金の請求権者を含む。）を対象とする。 

 

２ 時効の援用の取扱い 

支払期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利の発生から５

年を経過し、その権利について消滅時効が完成した場合は、時効を援用する。

ただし、次の（１）又は（２）に該当する場合は、時効の援用はせず、年金を

支払うこととする。 

 

（１）年金記録の訂正を行ったもの 

厚生年金保険法第２８条又は国民年金法第１４条の規定により記録した事

項の訂正がなされた上で裁定が行われた場合 

 

（２）時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの 

 別紙「時効援用しない事務処理誤りに係る認定基準」により時効援用しな

い事務処理誤りと認定された場合。ただし、（１）に該当する場合を除く。 

 

３ 保険給付遅延特別加算金等の取扱い 

  ２の（１）に該当する場合は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給

付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律（平成２１年法律第３７号）

第２条及び第３条並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払

の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令（平成２２年政令第１３３号）

第１条及び第３条の規定に基づき、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特

別加算金の支給を行う。 

 

４ 実施時期 

  この取扱いは、平成２４年１１月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

時効援用しない事務処理誤りに係る認定基準 

 

時効の援用の取扱いにおいて、次の１から８までのいずれかの事由に該当す

る場合は時効援用しない事務処理誤りがあったものと認定する。 

 

１ 受付時の書類管理誤り 

日本年金機構（以下「機構」という。）において保有している請求書、申請

書、届出書又は申出書及びこれらに関する添付書類（以下「請求書等」という。）

の担当部署への回付漏れ、又は請求書等へ押印された受付印の年月日の誤り若

しくは押印漏れの事実が確認できる場合 

 

２ 確認又は決定誤り 

法令及び機構の諸規程（以下「法令等」という。）と社会保険オンラインシ

ステムに登録されている内容を照らし合わせ、機構における請求書等の内容の

確認誤り、受給要件に係る事実関係の誤認、又は法令等の適用誤りに基づく誤

った行政処分が行われた等の事実が確認できる場合であって、当該事実が発生

したことについて、受給権者の責に帰すべき事由が認められない場合 

 

３ 未処理又は処理の遅延 

請求書等の未処理（社会保険オンラインシステムへの入力漏れ及び機構本部

等への進達漏れ）又は処理の遅延の事実が確認できる場合 

 

４ 入力誤り 

適正に審査された請求書等とは異なる内容が、社会保険オンラインシステム

に登録されていることが確認できる場合 

 

５ 通知書の作成誤り 

通知書（年金証書、裁定通知書又は支給額変更通知書等の処分通知書に限る。

以下同じ。）の様式誤り又は処分の名宛人の記載誤りが確認できる場合 

 

６ 誤送付又は誤送信 

社会保険オンラインシステム又は請求書等に記載された住所地若しくは処

分の名宛人以外への通知書の誤送付、誤送信若しくは誤交付の事実が確認でき

る場合 



７ 説明誤り 

機構若しくは市区町村の窓口若しくは電話等における制度の説明誤り及び

説明漏れ、又は請求書等の作成若しくは添付に係る指示誤りを行った事実が確

認できる場合であって、受給権者の責に帰すべき事由が認められない場合。た

だし、市区町村が行った説明については、国民年金法に基づく法定受託事務を

執り行う過程で行ったものに限るものとする。 

 

８ 受理後の書類管理誤り 

受付した請求書等を紛失した事実が確認できる場合 

 


